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 今回は、保険証等を持たずに病院を受診したり、治療用装具（補装具等）を

購入したときなど、医療費を全額自己負担した場合に、後日申請することで支

給を受けられる「療養費」についてお知らせします。 

 療養費は、保健福祉課国保医療係窓口で申請を行い、支給内容について認め

られた場合に、自己負担分を除く金額が対象者へ支給される制度です。 

 支給を受けることができる場合と、申請時に必要なものは、以下のとおりと

なります。 

 

(１)急病などでやむを得ず保険証等を持たずに受診したとき 

【申請に必要なもの：医療機関での領収書、診療内容明細書】 

(２)医師が必要と認め、コルセットなどの治療用装具を作ったとき 

【申請に必要なもの：治療用装具作成に係る領収書、医師からの指示書】 

(３)医師が必要と認め、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき 

【申請に必要なもの：医療機関での領収書、医師の同意書、施術明細書】 

 

 

また、上記の申請の際には、①国保主及び対象者のマイナンバーがわかるも

の、②国保主の振込先口座 が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

～ 療養費について ～ 

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の申請手続きをしなくても、高額療養

費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 
 加えて、2021 年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続で、マイナポータル

を通じて医療費通知情報の自動入力が可能となっています。 

 

マイナ保険証をご活用ください 



【 国保医療係からのお知らせ 】 

脂質異常症ってどんな病気？』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◎国保の資格取得・喪失の手続きをお願いします 

 この春に就職・転職などで国民健康保険の取得及び喪失の手続きが必要な方で、ま

だ手続きがお済みでない方はいないでしょうか？ 

 手続きが済んでいないと、今後の病院受診や国民健康保険税の算定などに影響があ

りますので、必ず手続きをお願いします。 

 手続きに際しての詳細は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。 

 脂質異常症とは、血中の、①悪玉(LDL)コレステロールが高い、②善玉(HDL)コレ

ステロールが低い、③中性脂肪が高い、いずれかに該当する状態です。脂質異常症が

あっても通常は何の自覚症状もありません。しかし、これらは動脈硬化を起こしやす

くし、突然の心筋梗塞・脳梗塞を発生させるリスクが非常に高くなります。 

 脂質異常症予防には、①肉の脂身や鶏卵の黄身、インスタントラーメンなどの加工

食品を控える(悪玉コレステロールを増やさない)こと、②禁煙する(善玉コレステロー

ルを減らさない)こと、③お菓子などの甘いもの、アルコールを控える(中性脂肪を増

やさない)ことなどがあります。また、青魚(サバ・サンマなど)や野菜を多く摂ること

で悪玉コレステロールを減らすことができるほか、運動をすることで善玉コレステロ

ールが増え、中性脂肪が少なくなることから、適度な運動も大変重要です。 

 自覚症状の少ない生活習慣病を予防するためには「自分の健康状態を知る」ことが

大切です。１年に１度は健康診査を受け、安心で健康的な生活を続けましょう。 
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